
- -1

「政治資金監査に関する研修実施要領」の改正（案）新旧対照表

改正前 改正後（案）

１～４（略）

５ ５
（１）研修事前申込書の提出 （１）研修事前申込書の提出

研修の受講を希望する者は、氏名、登録番号、集合研修・個別研修の別及び受講希望日時 研修の受講を希望する者は、氏名、登録番号、集合研修・個別研修の別及び受講希望日時
を記載した書面（以下「研修事前申込書」という ）を、次の区分に従いそれぞれ定めると を記載した政治資金監査に関する研修事前申込書（別紙様式１ （以下「研修事前申込書」。 ）
ころにより、政治資金適正化委員会に提出することとする。 という ）を、次の区分に従いそれぞれ定めるところにより、政治資金適正化委員会に提出。

することとする。
①（略）
②（略）

（２）受講者の決定 （２）受講者の決定
政治資金適正化委員会は、研修事前申込書の記載内容を確認の上、定員の範囲内で研修受 政治資金適正化委員会は、研修事前申込書の記載内容を確認の上、定員の範囲内で研修受

講者を速やかに決定し、各受講決定者に対して研修を行う日時及び会場の所在地等を記載し 講者を速やかに決定し、各受講決定者に対して研修を行う日時及び会場の所在地等を記載し
た政治資金監査研修受講決定通知書（別紙様式１）を交付する。 た政治資金監査研修受講決定通知書（別紙様式２）を交付する。

（３）政治資金監査研修申込書の提出 （３）政治資金監査研修申込書の提出
政治資金監査研修受講決定通知書を交付された者は、研修手数料６千円分の収入印紙を貼 政治資金監査研修受講決定通知書を交付された者は、研修手数料６千円分の収入印紙を貼

付した政治資金監査研修申込書（別紙様式２）に必要な事項を記入し、次の区分に従いそれ 付した政治資金監査研修申込書（別紙様式３）に必要な事項を記入し、次の区分に従いそれ
ぞれ定めるところにより、政治資金適正化委員会に提出することとする。 ぞれ定めるところにより、政治資金適正化委員会に提出することとする。
①集合研修 研修日の２週間前まで（必着） ①集合研修 政治資金監査研修受講決定通知書に記載の期日まで（必着）
②個別研修 研修日当日（持参） ②個別研修 研修日当日（持参）

（４）政治資金監査研修受講票等の交付 （４）政治資金監査研修受講票等の交付
政治資金適正化委員会は、政治資金監査研修申込書を提出した研修受講者に対して政治資 政治資金適正化委員会は、政治資金監査研修申込書を提出した研修受講者に対して政治資

金監査研修受講票（別紙様式３）及び３の研修資料を交付する。 金監査研修受講票（別紙様式４）及び３の研修資料を交付する。
（５）及び（６）略

６及び７（略）

８ 政治資金監査研修修了証書の交付 ８ 政治資金監査研修修了証書の交付
政治資金適正化委員会は、研修修了者に対し、政治資金監査研修受講票と引き換えに、政治 政治資金適正化委員会は、研修修了者に対し、政治資金監査研修受講票と引き換えに、政治

資金監査研修修了証書（別紙様式４）を交付する。 資金監査研修修了証書（別紙様式５）を交付する。

９及び１０（略）

附 則（略）

附 則（略）

附 則（略）

附 則（略）

附 則
改正後の実施要領は、平成○○年○○月○○日から施行する。

資料２－２
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資料２－２

「政治資金監査に関する研修実施要領」の改正（案）新旧対照表

改正前 改正後（案）

（追加） （別紙様式１）

平成 年 月 日
政治資金適正化委員会事務局 あて

政治資金監査に関する研修事前申込書

氏 名

登録政治資金監査人
登 録 番 号

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

注意事項

○集合研修の申込記入欄

研修日 研修地 委員会使用欄

第１希望

第２希望

注意事項

○個別研修の申込記入欄

場 所 研修日 研修時間

総務省 ： ～ ：

注意事項

※「注意事項」は研修の実施方法等に応じて適宜の記載をする。
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資料２－２「政治資金監査に関する研修実施要領」の改正（案）新旧対照表

改正前 改正後（案）

（別紙様式１） （別紙様式２）

平成 年 月 日 平成 年 月 日

様 様

政治資金適正化委員会 政治資金適正化委員会
事務局長 事務局長

政治資金監査研修受講決定通知書 政治資金監査研修受講決定通知書

政治資金規正法第１９条の２７第１項の規定による政治資金監査に関する研修に 政治資金規正法第１９条の２７第１項の規定による政治資金監査に関する研修に
ついて、下記のとおり受講者を決定しましたので、通知します。 ついて、下記のとおり受講者を決定しましたので、通知します。

記 記

受 講 者 氏 名 受 講 者 氏 名

登 録 番 号 登 録 番 号

研 修 日 時 研 修 日 時

研 修 会 場 研 修 会 場

携 行 品 携 行 品

注意事項 注意事項
（１）別紙様式２の政治資金監査研修申込書（必要な事項を記入し、研修手数料６千円分の収入印紙を （１）別紙様式３の政治資金監査研修申込書（必要な事項を記入し、研修手数料６千円分の収入印紙を

貼付したもの ）を、研修日の２週間前までに必着するよう政治資金適正化委員会あて提出してく 貼付したもの ）を、○○年○○月○○日（○）までに必着するよう政治資金適正化委員会事務局。 。
ださい。 宛て提出してください （集合研修の場合）。

又は、
（１）別紙様式３の政治資金監査研修申込書（必要な事項を記載し、研修手数料６千円分の収入印紙を

貼付したもの ）を、研修当日、政治資金適正化委員会事務局に提出してください （個別研修の場。 。
合）

（２）研修日の１週間前までに、政治資金監査研修受講票及び研修資料をご自宅に送付します（事務所 （削除）
あての送付を希望する者は、その旨政治資金適正化委員会事務局にお申し出ください 。。）

（３）研修会場に受講者用の駐車場はご用意しておりません。公共交通機関をご利用のうえ、ご来場く （削除）
ださい。

（４）研修当日、受付にて登録政治資金監査人証票により本人確認をいたしますので、必ず登録政治資 （２４）研修当日、登録政治資金監査人証票により本人確認をしますので、必ず登録政治資金監査人証
金監査人証票をご持参ください。 票をご持参ください。

（５）途中入場は認めません。また、途中退出（離席を含む ）した場合は、政治資金監査研修修了証 （３５）途中入場は認めません。また、途中退出（離席を含む ）した場合は、政治資金監査研修修了。 。
書を交付しません。 証書を交付しません。

・ ・
・ ・
・ ・

※「注意事項」については、研修の実施方法等に応じて適宜の記載をする。 ※「注意事項」については、研修の実施方法等に応じて適宜の記載をする。
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資料２－２「政治資金監査に関する研修実施要領」の改正（案）新旧対照表

改正前 改正後（案）

（別紙様式２） （別紙様式３）

収入印紙貼付欄 収入印紙貼付欄

６千円 ６千円

消印しないこと 消印しないこと

平成 年 月 日 平成 年 月 日

政治資金適正化委員会 殿 政治資金適正化委員会 殿

申込者 氏名 申込者 氏名
住所 住所

政治資金監査研修申込書 政治資金監査研修申込書

政治資金規正法第１９条の２７第１項の規定による政治資金監査に関する研修を受け 政治資金規正法第１９条の２７第１項の規定による政治資金監査に関する研修を受け
たいので、下記の通り申し込みます。 たいので、下記の通り申し込みます。

記 記

氏 名 受講者氏名

登 録 番 号 登 録 番 号

研 修 日 時 研 修 日 時

研 修 会 場 研 修 会 場
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資料２－２「政治資金監査に関する研修実施要領」の改正（案）新旧対照表

改正前 改正後（案）

（別紙様式３） （別紙様式４）

政治資金監査研修受講票 政治資金監査研修受講票

受 講 者 氏 名 受 講 者 氏 名

登 録 番 号 登 録 番 号

研 修 日 時 研 修 日 時

研 修 会 場 研 修 会 場

携 行 品 携 行 品

注意事項 注意事項
（１）この受講票と引き換えに、政治資金監査研修修了証書を交付しますので、研修の当日、必ずご持 （１）研修修了後、この受講票と引き換えに、政治資金監査研修修了証書を交付しますので、研修の当

参ください。また、研修修了時まで大切に保管してください。 日、必ずご持参ください。また、研修修了時まで大切に保管してください （集合研修の場合）。
又は

（１）研修修了後、この受講票と引き換えに、政治資金監査研修修了証書を交付しますので、研修修了
時まで大切に保管してください （個別研修の場合）。

（２）研修会場に受講者用の駐車場はご用意しておりません。公共交通機関をご利用のうえ、ご来場く （削除）
ださい。

（３）研修開始の１５分前までに受付を終了してください（研修会場へは余裕をもって到着するよう心 （削除）
掛けてください 。。）

（４）受付にて登録政治資金監査人証票により本人確認をいたしますので、必ず登録政治資金監査人証 （削除）
票をご持参ください。

（５）研修会場の座席については、指定した座席に着席していただきますので、ご了承ください。 （削除）

（６）途中入場は認めません。また、途中退出（離席を含む ）した場合は、政治資金監査研修修了証 （削除）。
書を交付しません。

・ （２）政治資金監査研修受講決定通知書に記載の注意事項をよく確認してください。
・ ・
・ ・

・

※「注意事項」については、研修の実施方法等に応じて適宜の記載をする。 ※「注意事項」については、研修の実施方法等に応じて適宜の記載をする。

（別紙様式４ （略） （別紙様式５ （略）） ）


